
JP 2020-41936 A 2020.3.19

10

(57)【要約】
【課題】経路案内中、地図データの新旧情報をユーザが
認識すること。
【解決手段】最新地図データを格納している外部サーバ
と、メモリに格納されている格納地図データに基づいて
経路案内を実行するユーザコントローラと、の通信によ
るナビゲーション方法である。ユーザコントローラは、
通信により、最新地図データのうち出発地から目的地ま
での間の外部地図データを、所定領域の所定領域地図デ
ータごとに分けてダウンロードするとき、以下のことを
行う。所定領域地図データを構成する第１情報と第２情
報のうち、第２情報よりもデータ量が小さい第１情報の
ダウンロードを開始する（Ｓ４１）。ダウンロード終了
後（Ｓ４３）、第１情報と、メモリから読み込んだ所定
領域に対応する格納地図データと、の地図データバージ
ョンの新旧情報を比較する（Ｓ４９）。バージョンの比
較結果に応じて、バージョンの新旧情報を報知デバイス
に出力する（Ｓ５９）。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最新地図データを格納している外部サーバと、メモリに格納されている格納地図データ
に基づいて経路案内を実行するユーザコントローラと、の通信によるナビゲーション方法
において、
　前記ユーザコントローラは、前記外部サーバとの通信により、前記最新地図データのう
ち出発地から目的地までの間の外部地図データを、所定領域の所定領域地図データごとに
分けてダウンロードするとき、
　前記所定領域地図データを構成する第１情報と第２情報のうち、前記第２情報よりもデ
ータ量が小さい前記第１情報のダウンロードを開始し、
　前記第１情報のダウンロードが終了すると、前記第１情報の地図データバージョンと、
前記メモリから読み込んだ前記所定領域に対応する前記格納地図データの地図データバー
ジョンと、の新旧情報を比較し、
　前記地図データバージョンの比較結果に応じて、前記地図データバージョンの新旧情報
を報知デバイスに出力する
　ことを特徴とするナビゲーション方法。
【請求項２】
　請求項１に記載されたナビゲーション方法において、
　前記ユーザコントローラは、
　前記第１情報のダウンロードが終了すると、前記格納地図データのうち前記第１情報に
相当するノード情報を前記第１情報に書き換え、
　書き換え後の前記ノード情報と、前記格納地図データのうち書き換え前の前記第２情報
に相当する背景地図情報と、を比較する
　ことを特徴とするナビゲーション方法。
【請求項３】
　請求項２に記載されたナビゲーション方法において、
　前記ユーザコントローラは、前記地図データバージョンの比較結果により、前記地図デ
ータバージョンが一致する場合には前記地図データバージョンの新旧情報を報知デバイス
に出力せず、前記地図データバージョンが一致しない場合には前記地図データバージョン
の旧情報を報知デバイスに出力する
　ことを特徴とするナビゲーション方法。
【請求項４】
　請求項１から３までの何れか一項に記載されたナビゲーション方法において、
　前記メモリと、前記ユーザコントローラと、前記報知デバイスに含まれる表示デバイス
と、は車両に搭載されており、
　前記ユーザコントローラは、前記地図データバージョンが一致しない場合、前記経路案
内における交差点拡大表示時に、前記地図データバージョンの旧情報を前記表示デバイス
に出力する
　ことを特徴とするナビゲーション方法。
【請求項５】
　請求項２又は３に記載されたナビゲーション方法において、
　前記メモリと、前記ユーザコントローラと、前記報知デバイスに含まれる表示デバイス
と、は車両に搭載されており、
　前記外部サーバは、前記ユーザコントローラからの要求に応じて案内経路を生成し、前
記案内経路を反映した案内情報と前記ノード情報を前記第１情報とし、
　前記ユーザコントローラは、
　前記案内情報に基づき、前記ノード情報の各ノードを結線し、
　前記地図データバージョンが一致しない場合、前記結線した前記ノード情報と前記背景
地図情報とが前記経路案内におけるずれ表示時に、前記地図データバージョンの旧情報を
前記表示デバイスに出力する
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　ことを特徴とするナビゲーション方法。
【請求項６】
　最新地図データを格納している外部サーバと、メモリに格納されている格納地図データ
に基づいて経路案内を実行するユーザコントローラと、を備えるナビゲーション装置にお
いて、
　前記ユーザコントローラは、前記外部サーバとの通信により、前記最新地図データのう
ち出発地から目的地までの間の外部地図データを、所定領域の所定領域地図データごとに
分けてダウンロードするとき、
　前記所定領域地図データを構成する第１情報と第２情報のうち、前記第２情報よりもデ
ータ量が小さい前記第１情報のダウンロードを開始し、
　前記第１情報のダウンロードが終了すると、前記第１情報の地図データバージョンと、
前記メモリから読み込んだ前記所定領域に対応する前記格納地図データの地図データバー
ジョンと、の新旧情報を比較する比較部と、
　前記地図データバージョンの比較結果に応じて、前記地図データバージョンの新旧情報
を報知デバイスに出力する出力部と、を有する
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ナビゲーション方法及びナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のナビゲーション装置では、経路に沿って領域を設定し、当該領域内の３次元地図
データを読み込むことにより、少ないメモリ消費量によって３次元動画による経路案内を
行う。また、近年では、クラウド環境上に存在するサーバが走行案内経路等の案内情報を
生成し、サーバからの案内情報を含む最新の地図データを自車のナビゲーション装置が取
得することが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許４３３３７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の装置において、所定領域ごとに３次元地図データや走行案内経路等のデータを通
信制御部を介して外部のサーバからダウンロードすると、データ量が比較的大きいため、
ダウンロードが終了するまで時間を要することがある。経路案内中、ダウンロードに時間
がかかってしまうと、画像表示部にはダウンロード終了前の古い地図データが表示される
ことになり、地図データの新旧情報を乗員が認識できない、という問題がある。
【０００５】
　本開示は、上記問題に着目してなされたもので、経路案内中、地図データの新旧情報を
ユーザが認識するナビゲーション方法及びナビゲーション装置を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本開示は、最新地図データを格納している外部サーバと、メ
モリに格納されている格納地図データに基づいて経路案内を実行するユーザコントローラ
と、の通信によるナビゲーション方法である。ここで、最新地図データのうち、出発地か
ら目的地までの間の地図データを外部地図データという。ユーザコントローラは、外部サ
ーバとの通信により、最新地図データのうち出発地から目的地までの間の外部地図データ
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を、所定領域の所定領域地図データごとに分けてダウンロードするとき、以下のことを行
う。まず、ユーザコントローラは、所定領域地図データを構成する第１情報と第２情報の
うち、第２情報よりもデータ量が小さい第１情報のダウンロードを開始する。次に、ユー
ザコントローラは、第１情報のダウンロードが終了すると、第１情報の地図データバージ
ョンと、メモリから読み込んだ所定領域に対応する格納地図データの地図データバージョ
ンと、の新旧情報を比較する。そして、ユーザコントローラは、地図データバージョンの
比較結果に応じて、地図データバージョンの新旧情報を報知デバイスに出力する。
【発明の効果】
【０００７】
　このように、経路案内中、地図データの新旧情報をユーザが認識できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施例１のナビゲーション装置の構成を示す全体システム図である。
【図２】実施例１の外部サーバにて実行される外部サーバ処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図３】実施例１のナビゲーション制御ユニットにて実行される経路案内処理の流れを示
すフローチャートである。
【図４】実施例１のナビゲーション制御ユニットにて実行される新旧報知処理の流れを示
すフローチャートである。
【図５】実施例１のＨＭＩデバイスにて交差点拡大表示時に表示される案内経路情報表示
の一例を示す図である。
【図６】実施例１のＨＭＩデバイスにて交差点拡大表示時に表示される案内経路情報表示
と旧情報表示の一例を示す図である。
【図７】実施例１のＨＭＩデバイスにてずれ表示時に表示される案内経路情報表示と旧情
報表示の一例を示す図である。
【図８】実施例１のＨＭＩデバイスにて交差点拡大表示時かつずれ表示時に表示される案
内経路情報表示と旧情報表示の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本開示によるナビゲーション方法及びナビゲーション装置を実施するための形態
を、図面に示す実施例１に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１０】
　実施例１におけるナビゲーション方法及びナビゲーション装置は、車両に搭載されたカ
ーナビゲーションシステムに適用したものである。以下、実施例１の構成を、「全体シス
テム構成」、「ナビゲーション制御ユニットの制御ブロック構成」に分けて説明する。
【００１１】
　図１に基づいて、全体システム構成を説明する。
【００１２】
　全体システム構成として、ナビゲーション装置１と、外部サーバ１００と、を有してい
る。
【００１３】
　ナビゲーション装置１は、車載センサ２と、地図データ格納部３と、ナビゲーション制
御ユニット４（ユーザコントローラ）と、タッチパネル５と、ＨＭＩデバイス６（報知デ
バイス）と、を備えている。
【００１４】
　車載センサ２は、ＧＰＳ２１と、ジャイロセンサ２２と、車速センサ２３と、車載デー
タ通信器２４と、を有している。車載センサ２により取得したセンサ情報は、ナビゲーシ
ョン制御ユニット４へ出力される。
【００１５】
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　ＧＰＳ２１は、ＧＮＳＳアンテナ２１ａを有し、衛星通信を利用することで停車中/走
行中の自車位置（緯度・経度）を検知する自車位置センサである。なお、ＧＰＳ２１はト
ンネルや建造物が比較的多い区間等では自車位置の検知精度が悪くなる場合があり、この
ような場合にはＧＰＳ２１やジャイロセンサ２２や車速センサ２３やデットレコニング等
の情報を基に、自車位置を算出により推定する。ここで、「ＧＮＳＳ」は「Ｇｌｏｂａｌ
　Ｎａｖｉｇａｔｉｏｎ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　Ｓｙｓｔｅｍ：全地球航法衛星システム
」の略称であり、「ＧＰＳ」は「Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
：グローバル・ポジショニング・システム」の略称である。
【００１６】
　ジャイロセンサ２２は、自車の走行方向を検知するセンサであり、車速センサ２３は、
自車の速度を検知するセンサである。
【００１７】
　車載データ通信器２４は、外部データ通信器１０１との間で送受信アンテナ２４ａ，１
０１ａを介して無線通信を行うことで、ナビゲーション装置１の情報や要求を送信して、
その要求に応じた情報やデータを外部サーバ１００から取得する外部データセンサである
。
【００１８】
　地図データ格納部３は、緯度経度と地図情報が対応づけられた、格納地図データが格納
された車載メモリにより構成される。格納地図データには、各地点に対応づけられた道路
情報を有する。道路情報には、道路の位置／領域により道路を特定する情報、道路ごとの
道路種別、道路ごとの車線幅及び道路の形状情報を含む。更に、各道路リンクの識別情報
ごとに、交差点の位置、交差点の進入方向、交差点の種別その他の交差点に関する情報が
対応づけて格納されている。更にまた、各道路リンクの識別情報ごとに、道路種別、車線
幅、道路形状、直進の可否、進行の優先関係、追い越しの可否（隣接レーンへの進入の可
否）、制限速度、標識、その他の道路に関する情報が対応づけて格納されている。
【００１９】
　ここで、格納地図データは、背景地図情報とノード情報を含む。「背景地図情報」とは
、道路情報、地形情報及び施設情報であり、二次元地図データ、三次元地図データ及び交
差点等において表示される拡大表示データを含む。「ノード情報」とは、道路情報に所定
間隔に設けられた緯度経度のノード（座標点）の情報である。背景地図情報とノード情報
には、その情報のバージョン情報も含まれている。また、ノード情報には、走行案内経路
が生成されると、走行案内経路に沿ったノード情報に自車が走行するための案内情報が付
される。「案内情報」とは、走行案内経路上の各ノードにおける方角情報であり、例えば
右折や左折等の情報である。
【００２０】
　ナビゲーション制御ユニット４は、外部サーバ１００との通信がオンラインのとき、最
新地図データ取得や走行案内経路の経路生成を外部サーバ１００に要求する。即ち、ナビ
ゲーション制御ユニット４は、ＧＰＳ２１にて検知される自車位置を自車位置情報として
認識し、自車の目的地情報が入力されると、通信により、自車位置情報や目的地情報や最
新地図データ取得要求や経路生成要求を外部サーバ１００へ送信する。ナビゲーション制
御ユニット４は、外部サーバ１００との通信により、最新地図データと案内情報をダウン
ロードし、最新地図データを地図データ格納部３に格納する。そして、ナビゲーション制
御ユニット４は、自車位置を中心とする格納地図データを地図データ格納部３へ要求する
ことで、格納地図データを取得し、自車位置情報と格納地図データと案内情報に基づき案
内経路情報をＨＭＩデバイス６へ出力する。なお、ナビゲーション制御ユニット４は、外
部サーバ１００との通信がオフラインのとき、車載センサ２や地図データ格納部３からの
入力情報を統合処理し、出発地から目的地までの走行案内経路を生成する機能を有する。
そして、ナビゲーション制御ユニット４は、案内経路情報をＨＭＩデバイス６へ出力する
。
【００２１】
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　タッチパネル５は、ＨＭＩデバイス６の表面に設けられたデータ入力手段である。ナビ
ゲーション装置１のユーザは、このタッチパネル５を操作することで、ナビゲーション制
御ユニット４に対して自車の目的地等を入力する。
【００２２】
　ＨＭＩデバイス６は、経路案内中、自車が地図上で何処を移動しているか等の情報を提
供するデバイスである。なお、「ＨＭＩ」とは、「Ｈｕｍａｎ　Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ」の略称である。ＨＭＩデバイス６の例としては、ＨＵＤ（Ｈｅａｄ‐ＵＰ
　Ｄｉｓｐｌａｙ：ヘッドアップディスプレイ）、メータ表示、車室内モニタが一つ又は
複数の組み合わせにより備えられる。
【００２３】
　外部サーバ１００は、クラウド環境上のサーバであり、ナビゲーション装置１の要求に
応じて案内情報を含む外部地図データをナビゲーション装置１に返す機能を有する。外部
サーバ１００は、外部データ通信器１０１と、最新地図データ格納部１０２と、経路生成
部１０３と、を有する。
【００２４】
　外部データ通信器１０１は、車載データ通信器２４との間で送受信アンテナ２４ａ，１
０１ａを介して無線通信を行うことで、ナビゲーション装置１の情報や要求を受信して、
その要求に応じた外部地図データをナビゲーション装置１に送信する。
【００２５】
　最新地図データ格納部１０２は、格納地図データと同様に、緯度経度と地図情報が対応
づけられた、最新地図データが格納された外部サーバメモリにより構成される。最新地図
データ格納部１０２は、格納地図データと同様に、各地点に対応づけられた道路情報を有
し、背景地図情報とノード情報を含む。最新地図データ格納部１０２には、渋滞情報や走
行規制情報等の交通情報も格納されている。
【００２６】
　ここで、「最新地図データ」とは、現在までに更新された最新の地図データである。最
新地図データのうち、走行案内経路の出発地から目的地までの間の地図データを、「外部
地図データ」という。外部地図データには、走行案内経路を走行する上で参照する地図デ
ータも含む。なお、走行案内経路は、ナビゲーション制御ユニット４の要求により生成す
る。外部地図データを所定領域ごとに分けた地図データを、「所定領域地図データ」とい
う。「所定領域」とは、送信するデータ量と、該データをダウンロード（受信）する通信
時間と、のバランスによって予め決められる。所定領域地図データを、第１情報としての
ノード情報及び案内情報と、第２情報としての背景地図情報と、で構成している。所定領
域地図データを構成している情報のうち、ノード情報及び案内情報の方が、背景地図情報
よりもデータ量が小さくなっている。
【００２７】
　経路生成部１０３は、ナビゲーション制御ユニット４の自車位置情報や目的地情報や地
図データ取得要求や経路生成要求と、最新地図データ格納部１０２の最新地図データ等と
、を統合処理し、走行案内経路を生成する機能を有する。経路生成部１０３は、生成した
走行案内経路の情報に基づき、ノード情報に案内情報を付す。案内情報には、生成した走
行案内経路が反映されている。経路生成部１０３は、通信により、所定領域地図データを
「ノード情報及び案内情報」と「背景地図情報」の二つに分けて、ナビゲーション制御ユ
ニット４へ送信する。なお、最新地図データ取得要求には、所定領域地図データを、前述
した二つに分けて送信する要求も含まれているものとする。
【００２８】
　ここで、経路生成部１０３は、自車位置が所定の分割地点に達すると、所定領域地図デ
ータを経路案内順に送信する。「所定の分割地点」とは、前述した「所定領域」と同様の
決め方である。分割地点は、出発地から目的地までの間に複数配されている。経路生成部
１０３は、自車が一つの分割地点に達すると、その次の分割地点から更に次の分割地点ま
での所定領域地図データを送信する。このため、経路生成部１０３は、自車の目的地情報
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を含む所定領域地図データの送信が終了するまで、自車位置が所定の分割地点に達するた
びに、所定領域地図データの送信を継続する。なお、経路案内中に、自車の目的地変更や
自車の案内経路からの逸脱が生じ、走行案内経路が変更になる場合には、この限りではな
い。
【００２９】
　図１に基づいて、ナビゲーション制御ユニット４の制御ブロック構成を説明する。
【００３０】
　ナビゲーション制御ユニット４は、最新地図データのうち所定領域地図データをダウン
ロードする。ナビゲーション制御ユニット４は、ダウンロードした所定領域地図データの
情報を格納する際、既に地図データ格納部３に格納されている格納地図データのうち、ダ
ウンロードした所定領域に対応する領域の格納地図データを、ダウンロードした情報に書
き換える。更に、この格納の際、案内情報は地図データ格納部３には格納されず、ナビゲ
ーション制御ユニット４が案内情報を保有する。
【００３１】
　ナビゲーション制御ユニット４は、結線部４ａと、表示経路生成部４ｂと、比較部４ｃ
と、出力部４ｄと、を有する。
【００３２】
　結線部４ａは、経路案内に必要なノード情報を地図データ格納部３から読み込み、ノー
ド情報と案内情報に基づき各ノードを結線し、結線したノード情報と案内情報を表示経路
生成部４ｂへ出力する。ノード情報の読み込み範囲は、ＨＭＩデバイス６に表示する範囲
である。ノード情報としては、ノード情報のダウンロード終了前であれば、格納地図デー
タのうち書き換え前のノード情報を読み込み、ノード情報のダウンロード終了後であれば
、格納地図データのうち書き換え後のノード情報を読む。
【００３３】
　表示経路生成部４ｂは、地図データ格納部３の格納地図データのうち、背景地図情報を
読み込む。背景地図情報の読み込み範囲は、結線部４ａで結線したノード情報と同等の範
囲であり、走行案内経路を走行する上で参照する範囲である。背景地図情報としては、背
景地図情報のダウンロード終了前であれば、格納地図データのうち書き換え前の背景地図
情報を読み込み、背景地図情報のダウンロード終了後であれば、格納地図データのうち書
き換え後の背景地図情報を読む。表示経路生成部４ｂは、背景地図情報と結線したノード
情報と案内情報に基づき案内経路情報を生成して、案内経路情報を出力部４ｄへ出力する
。即ち、表示経路生成部４ｂは、結線したノード情報と背景地図情報とに含まれる緯度経
度により、二つの情報を合わせて、ＨＭＩデバイス６に表示する案内経路情報を生成する
。また、案内経路情報には、自車位置情報に基づき現在の自車位置が付されている。
【００３４】
　比較部４ｃは、外部サーバ１００との通信によりダウンロードした所定領域地図データ
を構成するノード情報と、地図データ格納部３から読み込んだ所定領域に対応する格納地
図データと、の地図データバージョンの新旧情報を比較する。具体的には、比較部４ｃは
、格納地図データのうち、ダウンロードによる書き換え後のノード情報と、所定領域に対
応する書き換え前の背景地図情報と、を読み込み、二つの情報の地図データバージョンの
新旧情報を比較する。該新旧情報の比較は、各情報のバージョン情報に基づき行う。比較
部４ｃは、二つの情報の地図データバージョンが一致するか否かを判断して、地図データ
バージョンの比較結果を出力部４ｄに出力する。
【００３５】
　出力部４ｄは、表示経路生成部４ｂから入力された案内経路情報が、経路案内における
交差点拡大表示時か否かを判断する。ここで、「交差点拡大表示時」とは、自車が右折又
は左折する交差点の時を示す。更に、出力部４ｄは、表示経路生成部４ｂから入力された
案内経路情報が、経路案内におけるずれ表示時か否かを判断する。ここで、「ずれ表示時
」とは、結線部４ａで結線したノード情報と、格納地図データから読み込んだ背景地図情
報とがずれている時を示す。そして、出力部４ｄは、比較部４ｃから入力された地図デー
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タバージョンの比較結果が一致しない場合、交差点拡大表示時又はずれ表示時であると判
断すると、案内経路情報と地図データバージョンの新旧情報を表示信号に変換して、表示
信号をＨＭＩデバイス６に出力する。一方、出力部４ｄは、交差点拡大表示時、かつ、ず
れ表示時ではないと判断すると、比較部４ｃから入力された地図データバージョンの比較
結果に関係なく、案内経路情報を表示信号に変換して、表示信号をＨＭＩデバイス６に出
力する。
【００３６】
　次に、実施例１の作用を、「外部サーバ処理作用」、「経路案内処理作用」、「新旧報
知処理作用」に分けて説明する。
【００３７】
　まず、図２に基づいて、外部サーバ処理作用を説明する。図２の処理は、外部サーバ１
００と経路生成部１０３により実行される。外部サーバ１００により、通信によって、自
車位置情報や目的地情報や地図データ取得要求や経路生成要求がナビゲーション制御ユニ
ット４から受信されると、スタートする。スタートすると、Ｓ１１、Ｓ１３、Ｓ１５及び
エンドの順に進む。まず、経路生成部１０３により、走行案内経路が生成される（Ｓ１１
）。次に、経路生成部１０３により、通信によって、所定領域地図データのうちノード情
報と案内情報がナビゲーション制御ユニット４へ送信される（Ｓ１３）。続いて、経路生
成部１０３により、通信によって、所定領域地図データのうち背景地図情報がナビゲーシ
ョン制御ユニット４へ送信される（Ｓ１５）。
【００３８】
　Ｓ１３では、出発地から目的地までの間の外部地図データが、所定領域ごとに小分けに
され、所定領域地図データが送信される。例えば、出発地から目的地までの間の外部地図
データを一括で送信してしまうと、自車の走行案内経路の逸脱によりその一括の送信が無
駄な通信になってしまう。このため、所定領域地図データが送信される。これにより、目
的地に向かう途中で、寄り道や渋滞回避等によって経路を逸脱しても、所定領域地図デー
タの送信が無駄な通信になることを抑制できる。
【００３９】
　更に、Ｓ１３とＳ１５では、所定領域地図データが、ノード情報及び案内情報と、背景
地図情報と、の二つに分けられて送信される。例えば、所定領域地図データが分けられず
に送信されると、通信環境によっては所定領域地図データのダウンロードが間に合わない
可能性があり、乗員に経路案内ができなくなってしまう。このため、所定領域地図データ
が二つに分けられて送信され、更に、ノード情報及び案内情報の方が背景地図情報よりも
データ量が小さいため、経路案内に必要な最低限のノード情報及び案内情報のダウンロー
ドを優先する。これにより、背景地図情報のダウンロードが間に合わない場合であっても
、ダウンロードされたノード情報及び案内情報と、格納地図データから読み込まれた背景
地図情報によって、乗員に経路案内が可能である。
【００４０】
　次に、図３に基づいて、経路案内処理作用を説明する。図３の処理は、ナビゲーション
制御ユニット４と結線部４ａと表示経路生成部４ｂにより実行される。自車のイグニッシ
ョンスイッチがＯＮ状態であり、ナビゲーション制御ユニット４に自車位置情報と目的地
情報が入力されると、スタートする。スタートすると、Ｓ２１、Ｓ２３、Ｓ２５、Ｓ２７
、Ｓ２９及びエンドの順に進む。
【００４１】
　まず、結線部４ａにより、地図データ格納部３から格納地図データのうちノード情報が
読み込まれる（Ｓ２１）。次に、結線部４ａにより、ノード情報と案内情報に基づき各ノ
ードが結線される（Ｓ２３）。次に、表示経路生成部４ｂにより、地図データ格納部３か
ら背景地図情報が読み込まれる（Ｓ２５）。次に、表示経路生成部４ｂにより、背景地図
情報と結線したノード情報と案内情報に基づき、案内経路情報が生成される（Ｓ２７）。
続いて、表示経路生成部４ｂにより、生成された案内経路情報が出力部４ｄへ出力される
（Ｓ２９）。このように、案内経路情報が生成されるので、背景地図情報のダウンロード
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終了前であっても、案内経路情報を生成できる。
【００４２】
　そして、図４～図８に基づいて、新旧報知処理作用を説明する。図４の処理は、ナビゲ
ーション制御ユニット４と表示経路生成部４ｂと比較部４ｃと出力部４ｄにより実行され
る。自車のイグニッションスイッチがＯＮ状態であり、ナビゲーション制御ユニット４に
自車位置情報と目的地情報が入力されると、スタートする。
【００４３】
　スタートすると、Ｓ４１及びＳ４３の順に進む。まず、ナビゲーション制御ユニット４
により、通信によって、所定領域地図データのうちノード情報と案内情報のダウンロード
が開始される（Ｓ４１）。次に、ナビゲーション制御ユニット４により、ノード情報と案
内情報のダウンロードが終了したか否かが判断される（Ｓ４３）。ここで、ダウンロード
が終了したか否かの判断は、ナビゲーション制御ユニット４により車載データ通信器２４
の状態から判断される。しばらくの間は、ダウンロード中のためＳ４３の判断が否定され
るので、Ｓ４３が繰り返される。
【００４４】
　そして、Ｓ４３の判断が肯定されると、Ｓ４５、Ｓ４７、Ｓ４９の順に進む。ナビゲー
ション制御ユニット４により、地図データ格納部３の格納地図データのノード情報のうち
、ダウンロードされた所定領域に対応するノード情報が、ダウンロードされたノード情報
に書き換えられる（Ｓ４５）。即ち、ノード情報のダウンロードが終了すると、背景地図
情報のダウンロードの終了を待たずに、格納地図データのノード情報が書き換えられる。
このため、背景地図情報のダウンロードに遅れが生じても、経路案内が遅れずに実行でき
る。なお、ノード情報のダウンロードが終了すると、所定領域地図データのうち背景地図
情報のダウンロードが開始される。
【００４５】
　次に、比較部４ｃにより、格納地図データのうち、ダウンロードによる書き換え後の所
定領域のノード情報と、所定領域に対応する書き換え前の背景地図情報と、が読み込まれ
る（Ｓ４７）。
【００４６】
　続いて、比較部４ｃにより、書き換え後のノード情報の地図データバージョンと、書き
換え前の背景地図情報の地図データバージョンと、が比較されると共に、地図データバー
ジョンが一致するか否かが判断される（Ｓ４９）。ここで、地図データバージョンが一致
するか否かの判断について説明する。例えば、書き換え後のノード情報の地図データバー
ジョンが「２」であり、書き換え前の背景地図情報の地図データバージョンが「１」であ
る場合、比較部４ｃによりノード情報よりも背景地図情報の地図データバージョンが「一
致しない（旧）」と判断される。なお、書き換え前の背景地図情報の地図データバージョ
ンが、常に書き換え後のノード情報の地図データバージョンに一致しない（旧）わけでは
ない。即ち、ダウンロードしたノード情報に変更が無いと、二つの情報の地図データバー
ジョンの新旧情報が一致する場合もある。この場合、比較部４ｃにより、書き換え後のノ
ード情報の地図データバージョンと書き換え前の背景地図情報の地図データバージョンが
「一致する（新）」と判断される。
【００４７】
　このように、Ｓ４９では、背景地図情報のダウンロード終了を待たずに、ノード情報及
び案内情報のダウンロード終了後、二つの情報の地図データバージョンの新旧情報が比較
されるので、二つの情報の地図データバージョンの比較結果が得られる。このため、背景
地図情報のダウンロード終了後よりもノード情報と案内情報のダウンロード終了後の方が
、比較結果を早く得ることができる。更にまた、経路案内に必要な最低限のノード情報と
案内情報がダウンロードされるので、背景地図情報に含まれる一部の情報がノード情報と
案内情報と同時にダウンロードされるよりも早くダウンロードが終了される。このため、
ノード情報と案内情報と共に他の情報がダウンロードされるよりもノード情報と案内情報
のダウンロードの方が、比較結果をより早く得ることができる。
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【００４８】
　そして、Ｓ４９の判断が肯定されると、Ｓ５１、Ｓ５３及びエンドの順に進む。表示経
路生成部４ｂにより、案内経路情報が出力部４ｄへ入力される（Ｓ５１）。次に、出力部
４ｄにより、案内経路情報が表示信号に変換され、表示信号がＨＭＩデバイス６へ出力さ
れる（Ｓ５３）このため、ＨＭＩデバイス６には、例えば、図５に示すように、地図デー
タバージョンの新旧情報は表示されず、案内経路情報のみが表示される。
【００４９】
　一方、Ｓ４９の判断が否定されると、Ｓ５５及びＳ５７の順に進む。表示経路生成部４
ｂにより、案内経路情報が出力部４ｄへ入力される（Ｓ５５）。
【００５０】
　次に、出力部４ｄにより、案内経路情報は交差点拡大表示時か又はずれ表示時か否かが
判断される（Ｓ５７）。例えば、「交差点拡大表示」とは、図６に示すように、交差点が
拡大された場合であり、左折の案内表示が表示される場合である。更に、「ずれ表示」と
は、例えば、図７に示すように、拡大表示ではないが、結線されたノード情報では直進で
あり、背景地図情報では直進に進む道路がない場合である。即ち、結線されたノード情報
と背景地図情報とが経路案内においてずれている（矛盾している）場合である。更にまた
、例えば、図８に示すように、交差点拡大表示、かつ、ずれ表示の場合もある。そして、
Ｓ５７の判断が否定されると、Ｓ５３及びエンドに進む。
【００５１】
　一方、Ｓ５７の判断が肯定されると、Ｓ５９及びエンドの順に進む。出力部４ｄにより
、案内経路情報と地図データバージョンの旧情報が表示信号に変換され、表示信号がＨＭ
Ｉデバイス６へ出力される（Ｓ５９）。ＨＭＩデバイス６には、例えば、図６～図８に示
すように、案内経路情報に加え、旧情報として左上に「古」という文字が表示される。
【００５２】
　このように、旧情報を表示する理由は、以下の通りである。つまり、外部サーバ１００
の最新地図データにより走行案内経路が生成され、背景地図情報よりも先にノード情報と
案内情報がダウンロードされる。次に、書き換え後のノード情報と書き換え前の背景地図
情報により、ＨＭＩデバイス６に表示される案内経路情報が生成されるとき、二つの情報
に矛盾が起きることがある。そして、経路案内中、案内経路情報に矛盾が起きると、ユー
ザは、背景地図情報が古いか否かがわからず、経路案内を参照して良いか否かがわからな
い。そうすると、経路案内中、経路案内に対してユーザは混乱してしまう。このため、旧
情報が表示される。即ち、書き換え後のノード情報よりも書き換え前の背景地図情報が古
いことを、自車のユーザが認識できる。従って、経路案内中、地図データの新旧情報を自
車のユーザが認識できる。
【００５３】
　更に、図６の左折時においては、背景地図情報を参照してもよいことがわかる。図７の
直進時及び図８の右折時においては、背景地図情報を参照しない方がよいことがわかる。
このように、案内経路情報に加えて旧情報が表示されることにより、経路案内中、経路案
内に対するユーザの混乱を抑制できる。更にまた、「新しい」ことを表示するよりも「古
い」ことが表示されることで、経路案内中、ユーザに対し前もって、ノード情報よりも背
景地図情報が古いことを知らしめる（認知させる）ことができる。これにより、経路案内
中、ユーザに対して注意喚起できる。特に、自車が曲がる交差点の交差点拡大表示時に旧
情報が表示されることにより、ユーザはその交差点を誤認しないように気を付けることが
できる。このため、経路案内における自車が曲がる交差点拡大表示時、ユーザに対してよ
り注意喚起できる。更に、ずれ表示時に旧情報が表示されることにより、経路案内におけ
るずれ表示時、経路案内に対するユーザの混乱を抑制できる。
【００５４】
　なお、所定領域地図データのうち背景地図情報のダウンロードは、例えば、ダウンロー
ド終了前に次の分割地点に達したらダウンロードが中止され、次の分割地点に達する前に
ダウンロードが終了したら、格納地図データの背景地図情報が書き換えられて、Ｓ４１に
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進む。そして、自車が目的地に到着すると、ダウンロードを終了する。
【００５５】
　以上説明したように、実施例１のナビゲーション方法及びナビゲーション装置にあって
は、下記に列挙する効果が得られる。
【００５６】
　（１）最新地図データを格納している外部サーバ１００と、メモリ（地図データ格納部
３）に格納されている格納地図データに基づいて経路案内を実行するユーザコントローラ
（ナビゲーション制御ユニット４）と、の通信によるナビゲーション方法である。このナ
ビゲーション方法において、ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、
外部サーバ１００との通信により、最新地図データのうち出発地から目的地までの間の外
部地図データを、所定領域の所定領域地図データごとに分けてダウンロードするとき、以
下のことを行う。所定領域地図データを構成する第１情報と第２情報のうち、第２情報よ
りもデータ量が小さい第１情報のダウンロードを開始する（Ｓ４１）。第１情報のダウン
ロードが終了すると（Ｓ４３の「ＹＥＳ」）、第１情報の地図データバージョンと、メモ
リ（地図データ格納部３）から読み込んだ所定領域に対応する格納地図データの地図デー
タバージョンと、の新旧情報を比較する（Ｓ４９）。地図データバージョンの比較結果に
応じて、地図データバージョンの新旧情報を報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に出力す
る（Ｓ５９）。
【００５７】
　このように、報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に地図データバージョンの新旧情報が
出力されることにより、地図データの新旧情報が報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に表
示される。従って、経路案内中、地図データの新旧情報を自車のユーザが認識するナビゲ
ーション方法を提供できる。加えて、第２情報のダウンロード終了を待たずに、第１情報
のダウンロード終了後、二つの情報の地図データバージョンの新旧情報が比較されるので
、第２情報のダウンロード終了後よりも比較結果を早く得ることができ、新旧情報を報知
できる。
【００５８】
　（２）ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、以下のことを行う。
第１情報のダウンロードが終了すると（Ｓ４３の「ＹＥＳ」）、格納地図データのうち第
１情報に相当するノード情報を第１情報に書き換える（Ｓ４５）。書き換え後のノード情
報と、格納地図データのうち書き換え前の第２情報に相当する背景地図情報と、を比較す
る（Ｓ４９）。
【００５９】
　このように、第１情報はノード情報であり、第２情報は背景地図情報であるから、背景
地図情報のダウンロード終了を待たずに、ノード情報のダウンロード終了後、二つの情報
の地図データバージョンの新旧情報が比較される。従って、背景地図情報のダウンロード
終了後よりも比較結果をより早く得ることができ、新旧情報を報知できる。
【００６０】
　（３）ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、地図データバージョ
ンの比較結果により、地図データバージョンが一致する場合（Ｓ４９の「ＹＥＳ」）には
地図データバージョンの新旧情報を報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に出力しない（Ｓ
５３）。ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、地図データバージョ
ンの比較結果により、地図データバージョンが一致しない場合（Ｓ４９の「ＮＯ」）には
地図データバージョンの旧情報を報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に出力する（Ｓ５９
）。
【００６１】
　このように、地図データバージョンが一致しない場合に、報知デバイス（ＨＭＩデバイ
ス６）に旧情報が出力されることにより、地図データの旧情報が報知デバイス（ＨＭＩデ
バイス６）に表示される。このため、経路案内中、ユーザに対し前もって、ノード情報よ
りも背景地図情報が古いことを知らしめることができる。従って、経路案内中、ユーザに
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対して注意喚起できる。
【００６２】
　（４）メモリ（地図データ格納部３）と、ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユ
ニット４）と、報知デバイスに含まれる表示デバイス（ＨＭＩデバイス６）と、は車両に
搭載されている。ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、地図データ
バージョンが一致しない場合（Ｓ４９の「ＮＯ」）、経路案内における交差点拡大表示時
に（Ｓ５７の「ＹＥＳ」）、地図データバージョンの旧情報を表示デバイスに出力する（
Ｓ５９）。
【００６３】
　このように、地図データバージョンが一致しない場合、経路案内における交差点拡大表
示時に、報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に旧情報が出力されることにより、地図デー
タの旧情報が報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に表示される。このため、経路案内中、
ユーザに対し前もって、ノード情報よりも背景地図情報が古いことを知らしめることがで
きる。従って、経路案内における交差点拡大表示時、ユーザに対して注意喚起できる。特
に、経路案内における自車が曲がる交差点の交差点拡大表示時では、ユーザに対してより
注意喚起できる。
【００６４】
　（５）メモリ（地図データ格納部３）と、ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユ
ニット４）と、報知デバイスに含まれる表示デバイス（ＨＭＩデバイス６）と、は車両に
搭載されている。外部サーバ１００は、ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニッ
ト４）からの要求に応じて案内経路を生成し、案内経路を反映した案内情報とノード情報
を第１情報とする。ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、以下のこ
とを行う。案内情報に基づき、ノード情報の各ノードを結線する（Ｓ２３）。地図データ
バージョンが一致しない場合（Ｓ４９の「ＮＯ」）、結線したノード情報と背景地図情報
とが経路案内におけるずれ表示時に（Ｓ５７の「ＹＥＳ」）、地図データバージョンの旧
情報を表示デバイスに出力する（Ｓ５９）。
【００６５】
　このように、地図データバージョンが一致しない場合、経路案内におけるずれ表示時に
、報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に旧情報が出力されることにより、地図データの旧
情報が報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に表示される。従って、経路案内におけるずれ
表示時、経路案内に対するユーザの混乱を抑制できる。
【００６６】
　（６）最新地図データを格納している外部サーバ１００と、メモリ（地図データ格納部
３）に格納されている格納地図データに基づいて経路案内を実行するユーザコントローラ
（ナビゲーション制御ユニット４）と、を備えるナビゲーション装置１である。このナビ
ゲーション装置１において、ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、
外部サーバ１００との通信により、最新地図データのうち出発地から目的地までの間の外
部地図データを、所定領域の所定領域地図データごとに分けてダウンロードするとき、以
下のことを行う。ユーザコントローラ（ナビゲーション制御ユニット４）は、所定領域地
図データを構成する第１情報と第２情報のうち、第２情報よりもデータ量が小さい第１情
報のダウンロードを開始する（Ｓ４１）。そして、ユーザコントローラ（ナビゲーション
制御ユニット４）は、比較部４ｃと、出力部４ｄと、を有する。比較部４ｃは、第１情報
のダウンロードが終了すると（Ｓ４３の「ＹＥＳ」）、第１情報の地図データバージョン
と、メモリ（地図データ格納部３）から読み込んだ所定領域に対応する格納地図データの
地図データバージョンと、の新旧情報を比較する（Ｓ４９）。出力部４ｄは、地図データ
バージョンの比較結果に応じて、地図データバージョンの新旧情報を報知デバイス（ＨＭ
Ｉデバイス６）に出力する（Ｓ５９）。
【００６７】
　このように、報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に地図データバージョンの新旧情報が
出力されることにより、地図データの新旧情報が報知デバイス（ＨＭＩデバイス６）に表
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示される。従って、経路案内中、地図データの新旧情報を自車のユーザが認識するナビゲ
ーション装置１を提供できる。加えて、第２情報のダウンロード終了を待たずに、第１情
報のダウンロード終了後、二つの情報の地図データバージョンの新旧情報が比較されるの
で、第２情報のダウンロード終了後よりも比較結果を早く得ることができ、新旧情報を報
知できる。
【００６８】
　以上、本開示のナビゲーション方法及びナビゲーション装置を実施例１に基づき説明し
てきたが、具体的な構成については、この実施例に限られるものではなく、特許請求の範
囲の各請求項に係る発明の要旨を逸脱しない限り、設計の変更や追加等は許容される。
【００６９】
　実施例１では、オンラインのとき、ナビゲーション制御ユニット４から外部サーバ１０
０へ自車位置情報と目的地情報を送信し、外部サーバ１００の経路生成部１０３にて走行
案内経路を生成する例を示した。しかし、これに限られない。例えば、オンラインのとき
であっても、まず、ナビゲーション制御ユニットが走行案内経路を生成する。次に、ナビ
ゲーション制御ユニットから外部サーバへ自車位置情報と目的地情報に加え、走行案内経
路を送信しても良い。続いて、外部サーバでは、走行案内経路に基づく外部地図データを
出発地から目的地までの間の所定領域ごとに分け、その所定領域ごとに分けた所定領域地
図データを、「ノード情報及び案内情報」と「背景地図情報」の二つに分けて送信しても
良い。
【００７０】
　実施例１では、格納地図データのうち、ダウンロードによる書き換え後のノード情報と
、所定領域に対応する書き換え前の背景地図情報と、を読み込み、二つの情報の地図デー
タバージョンの新旧情報を比較する例を示した。しかし、これに限られない。例えば、ダ
ウンロードしたノード情報をナビゲーション制御ユニット４が保有した状態で、背景地図
情報と、地図データバージョンの新旧情報を比較しても良い。
【００７１】
　実施例１では、地図データバージョンが一致しない場合であって、少なくとも交差点拡
大表示時又はずれ表示時に、地図データバージョンの旧情報を表示デバイスに出力する例
を示した。しかし、これに限られない。例えば、地図データバージョンが一致しない場合
は、交差点拡大表示時又はずれ表示時に限らず、地図データバージョンの旧情報を表示デ
バイスに常に出力しても良い。
【００７２】
　実施例１では、ノード情報及び案内情報を先にダウンロードし、その後に背景地図情報
をダウンロードする例を示した。しかし、これに限られない。ノード情報及び案内情報と
、背景地図情報と、のダウンロードを同時に開始しても良い。同時に開始しても、ノード
情報及び案内情報の方が、背景地図情報よりもデータ量が小さいので、先にダウンロード
が終了する。
【００７３】
　実施例１では、第１情報をノード情報及び案内情報とし、第２情報を背景地図情報とす
る例を示した。しかし、これに限られない。要するに、第１情報として、ノード情報及び
案内情報に加え、他の情報を含めても良く、その結果、第２情報よりもデータ量が小さい
第１情報となっていれば良い。
【００７４】
　実施例１では、所定領域地図データを二つに分ける例を示した。しかし、これに限られ
ない。例えば、所定領域地図データを三つに分けても良い。背景地図情報に含まれる道路
情報・地形情報・施設情報のうち、道路情報及び地形情報と施設情報とに分け、施設情報
を最後にダウンロードしても良い。
【００７５】
　実施例１では、旧情報の表示として、左上に「古」を四角で囲ったアイコンを表示する
例を示した。しかし、これに限られない。例えば、「古」ではなく「旧」と表示しても良
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たものに限らず、旧情報の表示であることがわかる絵等のアイコンでも良い。更にまた、
アイコンではなく、経路案内の矢印の色を変更しても良い。例えば、旧情報の表示無しの
経路案内時の矢印が緑色の場合には、旧情報の表示有りの経路案内時の矢印を赤色に変更
する。要するに、旧情報の表示として、経路案内中、地図データの新旧情報を、ユーザが
認識できる表示とすれば良い。
【００７６】
　実施例１では、報知デバイスに含まれるＨＭＩデバイス６の表示により経路案内等を報
知する例を示した。しかし、これに限られない。例えば、報知デバイスに含まれるＨＭＩ
デバイスによる音声により経路案内等を報知しても良いし、ＨＭＩデバイスの表示と音声
との両方により経路案内等を報知しても良い。要するに、経路案内等を報知できれば良い
。
【００７７】
　実施例１では、データ入力手段をタッチパネル５とする例を示した。しかし、これに限
られない。例えば、データ入力手段を、スイッチ、リモコン又はスマートフォン等の携帯
端末等としても良い。そして、ユーザは、スイッチやリモコンを操作することで、又は、
スマートフォン等の携帯端末を遠隔操作することで、ナビゲーション制御ユニットに対し
て自車の目的地等を入力する。要するに、ユーザがデータ入力手段を操作することで、ナ
ビゲーション制御ユニットに対して自車の目的地等を入力できれば良い。
【００７８】
　実施例１では、本開示のナビゲーション方法及びナビゲーション装置を、車両に搭載さ
れたカーナビゲーションシステムに適用する例を示した。しかし、本開示のナビゲーショ
ン方法及びナビゲーション装置は、スマートフォン等の携帯端末に搭載されたナビゲーシ
ョンシステムに適用しても良い。
【符号の説明】
【００７９】
１　ナビゲーション装置
２　車載センサ
２４　車載データ通信器
３　地図データ格納部
４　ナビゲーション制御ユニット（ユーザコントローラ）
４ａ　結線部
４ｂ　表示経路生成部
４ｃ　比較部
４ｄ　出力部
６　ＨＭＩデバイス（報知デバイス、表示デバイス）
１００　外部サーバ
１０１　外部データ通信器
１０２　最新地図データ格納部
１０３　経路生成部
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